
雑損控除 ①②のいずれか大きい金額①(損失額―保険金等による補てん額)―総所得金額等の10%
②災害関連支出の合計額-5万円

医療費控除 (支払った医療費の額―保険金等の補てん額)―
{ }

①②のいずれか小さい金額

(最高限度額200万円)
(① 10万円)
(②総所得金額等の5%)

※併用及び
申告後の変
更はできま
せん

医療費控除の特例
(セルフメディケーション整制)

ィ支払った特定一般用 ―保険金等の補てん額 )―｀
医薬品等の購入額

12.000円 |:      . ■   ・  ||||||

支払った社会保険料全額

支払った掛金全額 (契約者本人分に限る)

●所得控除の内訳 (計算方法)※人的控除は内側に記載があります。

()内は住民税控除額

●参考く市民税・県民税と所得税の所得控除比較表>

令和8年度分 市民税・県民税 申告書記入の手引き

令和8年度の市・県民税は、令和7年 1月 1日から令和7年 12月 31日 までに生じた所得について、令和8年 1月 1日現在
伊東市に居住していた人が、市へ申告し、納税することになっています。

市・県民税申告
をする人

申告に必要なもの

●添付資料
。源泉徴収票
(給与、公的年金等の所得がある人)
。収支のわかる書類
(不動産・事業等の所得がある人)
。社会保険料 。生命保険料等の支払証明書
・障害者手帳 。学生証等のコピー

●その他
。マイナンパーカード又はマイナンパー通知カード
(郵送の場合はコピーを添付してください)

申告判断表

ヽ

ヽ

／

′

Ｊ
‐―
「

<ご自身で申告書を記入することが困菫鰹二人>
申告書に住所、氏名、生年月日等を記入し、下記「申告に必要なもの」とともに直接又は郵送
で提出してください。添付資料を基に、下記のとおり処理します。
ただし、添付資料に記載された控除の内容に追加・変更がある場合は、裏面記入例を参考に

記入してください。

<ご自身で申告書を記入することがで豊蜃笠△>
裏面記入例を参考に記入し、下記「申告に必要なもの」とともに直接又は郵送で提出してくださ
い。

所得0円の申告をする人については申告書の住所、氏名、生年月日、電話番号、個人番号欄の

みの記入でも構いません。

処理方法

く添付の資料がある場合>
・収入、控除は全て足し込み
。人的控除は添付資料に記載のものを全て反映
(ただし、各控除の所得要件 |こおいて、その所得要件を
超えた場合は職権で否認。他者と扶贅が重複している
場合は後日確認のご連絡をする場合があります。)
。目lili饉」壁1こ.言EE置壺1[Llこ控』

`こ

の2ヽL全」二」良111■ :』奎更Z21とlZ【」晏
含上lk」:ユL:」:211li【旦亡:』,コ医:【壺

=量=ム`=j!國
:邑:壁fiコ :亀ζ∠:謝

⊇∠塵聾2額狙la担記コヒ■2‐提量L基二遠」墜塑重壺し上_
<添付の資料が無く申告書 |こ記入が無い場合>
合計所得金額 O円とみなします。

に

こ ③新保険料の計を計算式 Iで計算 (限度額40,000円 )

②
一般生命保険料

1日保険料の計を計算式Πで計算 (限度額50,000円 )

★介護医療保険料 保険料の計を針算式 Iで計算 (限度額40,000円 )

0 0新保険料の計を計算式 Iで計算 (限度額40,000円 )

⑤と⑥のいずれか大きい金額 ●
個人年金保険料

支払額 控除額I、

複数ある場合は、それぞれ計算
して合計
(最高限度額120,000円 )25,000円 以下 全額20,000円 以 ド 全額

25,001円 ～50,000円 支払額×1/2+12,500円20,001円 ～40,000円 支払額×1/2+10,000円

40,001円 ～80,000円 支払額×1/4+20,000円 50,001円 ～100,000円

(0+★ +0)甲 告書の(1いべ転記

一律 50,000円 (限度額)

生
命
保
険
料
控
除

80,001円 以上 ―律 40,000円 (限度額 ) 100,001円 以上

計算式 I(新保険料等用 ) 計算式肛(旧保険料等用)

生命保険料控除 計算シート

50,000円

"人

ド 全額
C地震保険料

50,0011■ ,メ _L

10,000円 以 ド 全額

10,001円 ～20,000円

1つの契約で①②両方の契約がある場合、いずれか大きい金額
①②両方が別契約である場合はそれぞれ計算した合計額
(最高限度額50,000円 )

地
震

保
険

料

控
除

②旧長期損害保険料
20,001円 以上

寄附金控除
①寄附金の額-2,000円
②総所得金額等の4幌の金額-2,000円

①②のいずれか小さい金額

種類 控除額支払額   |

～950万円 ～ 1,000万 円 1,000万 円超～900万 円

26(22)万 円 13(11)万円38(33)万 円

32(26)万 円 16(13)万円

配偶者

控除

58万 円以下

48(38)万 円

58万 円超 ～ 95万 円以下 38(33)万 円 26(22)万 円 13(11)万円

95万 円超 ～ 100万 円以下 36(33)万 円 24(22)万 円 12(11)万 円

100万 円超 ～ 105万円以下 31(31)万 円 21(21)万 円 11(11)万円

105万 円超 ～ 110万円以下 26(26)万 円 18(18)万円 9(9)万 円

110万 円超 ～ 115万 円以下 21(21)万 円 14(14)万円 7(7)万 円

6(6)万 円115万 円超 ～ 120万 円以下 16(16)万 円 11(11)万円

4(4)万 円120万 円超 ～ 125万円以下 11(11)万円 8(8)万 円

2(2)万 円125万 円超 ～ 130万円以下 6(6)万 円 4(4)万 円

1(1)万円130万 円超 ～ 133万円以下 3(3)万 円 2(2)万 円

配偶者
特別控除

配

偶
者

の
合

計

所

得

133万 円超

令和8年 1月 1日現在
伊東市に住民票がある

令和8年 1月 1日現在に居住 していた市区町村にお問い合わせください。

令和7年 1月から12月 ま
で |こ所得 (非課税所得以

外)があつた

市・県民税の申告が必要な場合があります。
令和7年 1月から12月 までに所得がなかった人や非課税所得 (障害年金、遺族年金な
ど)のみの人は原則申告の必要はありませんが、非課税証明書の発行、国民健康保険
税・後期高齢者医療保険料の算定 (軽減の判定)等を行う際には必要となります。

市・県民税の申告は不要です。
ただし、確定申告義務がない人は税務署で申告を受け付けない場合があります。
その場合、市・県民税の申告が必要となります。
詳しくは税務署へお問い合わせください。
熱海税務署 ■t0557(81)3515

税務署に確定申告書を

提出する

(※ )市・県民税の申告をしてください。

給争 公的年金等以外
|こ所得があつた

給与所得があつた
(源 徴収票 )

が伊東市に提出されている
給与支

源泉徴収票 |こ記載されていない控除を受ける、または源泉徴収票
の記載内容に変更がある
※所得税の遺付を受ける場合は確定申告書を税務署へ提出してく
ださい。

市・ 県民税の申告は不要です。

ここから始めてください

いいえ

は い

いいえ

は い

はい

いいえ

は い
いいえ いいえ

は い

はいいいえ

は い

いいえ

〈
一
一

↓

(※ )申告内容、所得状況等によっては確定
申告が必要となり、伊東市で受付ができない

場合があります。
所得税が納付となる場合、所得税の選付を
受ける場合等は確定申告が必要となります。

260,000円医療費控除 同額 寡婦控除 270,000円

社会保険料控除 同額
350,000円 300,000円

小規模企業共済等掛金控除 同額
ひとり親控除

270,000円 260,000F:]新 40,000円 28,000円 勤労学生控除

270,000円 260,000円
一般分

||| 50,000円 35,000円 普通障害

300,000円10,000円 28,000円 +相 |lli:F書 100,000円

530,000円40,000円 28,000円

障害者控除

750,000円
個人年金分

50,000円 35,000円 ―舟ヽ 380,000円 330,000円

生命保険料控除
(限度額 )

一般+介護十年金 120,000円 70,000円

配偶者控除
(限度額 ) 老 人 480,000円 380,000円

50,000円 25,000円 配偶者特別控除 (限度額 ) 380,000円 330,000円

1日 長期 15,000円 10,000円 老 人 480,000円 380,000円

450,000円

地震保険料控除
(限度額)

地震 +旧 長期 50,000円 25,000円 同居老親等 580,000円

450,000円特 定 630,000円

330,000円

扶養控除

―崎贅 380,000円

130,000円

寄附金控除
特定寄附金の額
-2,000円

平成21年度より所得
控除から税額控除に
改められました. 11■t11■ 95().000円

区分 区分1  所得税  1  住民税  | 1  所得税  1  住民税

物的控除の種類 控除額の計算方法 (前年中に自己または自己と生計を―にする人が支払つた額が対象になります。)

|十除″li

口面蕨 再所Tを雨百
「
¬r頁て雨画貢雨:面雨

~~Tデ~~~~~~~~~~~

L量2±②)(限度額40,000円 )

支払額 X1/4+25,000円

上量ユ土Ω二堡度額40,0()0円 )

l②と③のいずれか大きい金額 10
E===≡ ≡≡≡≡≡

==== 1猾鋼
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両面雨雨画面
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申告者の合計所得金額

所得税 (住民税 (万円))控除額



資料脅
=

宛名番
=

型rl‐ |'|

.ヽ .|,1・ な

,t r.

|‖

‐
11,―

夕車

'ス
な2-′ ―′

日■
|l1111,,`メ |:

1111

.|.1‐ ,|

ヽヽとう たろう

夕薫 ネ辞
０
，

0557-32-′ 27′
′2'14``7`'1′

`

提出年 月日

年  月

日□日
給与、賃金、賞与などの所得
給与所得の計算

1罰日

□國日

こ
の
中

告
●

を
提

出

し
た
方

は
事

彙

象

の
中
告
書

を
提

出
す

る

●
螢

が
あ

り
ま

せ
ん
．

令和 8年度分 市民税・県民税 申告書 表

第

二
号

の
四
様
式

＾
第

二
条

関
係
）

日
=割
ヨ

昨年中に受けた災害等による資産の損失
[必要書類]控除に係る証明書

國 日 棗 ヨ
昨年 2月 3日 時点の

…

ll定

合計所得金額が85万円以下で、給与所得等以外の勤労によら
ない所得が 10万円以下の学生
[必要書類1学生証など

申告者本人や生計を―にする親族の為に昨年中に支払っ
た医療費

`医

療費控除の特例
1申告者本人や生計を

は雲「
般用医薬品等

―にする親族の為に昨年中 | 支払った

[必要書類]医療費の明細書 など

〈セルフメディケーシヨン税制)】

の購入費 (スイッチOTC医薬 の購

口割国

収入 所得

650.'99日以下 0円

“

1000円 以上  1899999円 以下 収入螢 -650つ OO円

1900000日 以上 0.5".099円 以下 収入額 (× )× 28-30.∞ 0円
3600000円 以上 6.599.999円 以下 収入額 (※ )X02-440000n
0.600.000円 以上 0.4。。.999円 以下 収入額 ×0,-1.100000円

8.500.000円 以上 収入額 -1.950.000円

※給与収入額を4で割つて.千円未満の増数を切り捨てた饉

株式や出資の配当など

し引
支払った掛金 (契約者本人分に限る)

`1ヽ

規模企業共済法に基づく掛金.確定拠出年金法に基づ¬
|く 個人型年金者掛金もしくは地方公共団体が行う心身障 |

に害者扶養共済掛金                 リ
〔必要書類]掛金を証明する書類

日園割調 支払った社会保険料
「健康保険料、国民健康保険税、介護保険料、¬
ヒ後期高齢者医療保険料、公的年金掛金 など」
[必要書類]領収書、納入証明書 など

申告者本人や生計を―にする親族の為に支払った生命
保険料など

[必要書類]生命保険料控除証明書
※裏面「生命保険料控除計算シー ト」をご利用ください

詈割詈□回回□ 申告者本人や生計を―にする親族の為に支払つた地震保
険料など
[必要書類]地震保険料控除証明書

国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金の所得
公的年金所得の計算 (※小数点以下切り捨て)
65歳以上 〈S36 1 1以 前生まれ)

回調日
公社債、預貯金の利子など
(分離課税分を除く)

層固日 ■四□目

⑬
社会保険料
控   除

支″ ,た保険 ||

35 400
23 000

⑮
生命保険料
控   除

||1生命は崚 ||′ ■ |

2′  335''
||“ |ム |.1,ll・ 1411.′ ,.1
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(1)|`|`|… ■,“ 。|"・■1'
|■‖ |■ |く[3)●

"| 
・・
地

合   `|
,,生 命像1険 |‐ IJ,11

′3 33`'|
新 1・ ′、ヤ

`,イ

■贅 ||′ ,;|

3"7''
↑護r,保険11′■1

2′  854'｀

地震 r■晨 |‐ |′
'11

40 000 1'
⑩地震保険料
控  除
0～⑩
寡蝉●除
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働労学生●除

危死別

Ψ,等:
1 氏名
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⑬ □
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②
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公
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年

収

入

金

額

，
そ の 他

:  短  期
1 ■期 (1/2前 )
―嗜 (ν2前 )

′ 825 `84
′ 342 348

Xl ′ 075 6θ 4
242 348

業誉

・戻

2

所

●

奎 性

傾

動
　
　
　
　
睛公

不

利

配

綸

242 348

58 400

50

寡確.ひ とり競技除 0ヽe

動労■十.隋審を持除 0ヽ●

配働者 (特別)●除 ■ヽ
“

扶美控降  ●
特定機族特別控除 ●
薔苺控除  0

′05
50
0

750
380
380
0

012
000
0()0
000
0(,0
00(,
()00
000

催 損 控 除

医療■を除,□
寄附金確除

■

か

ら

を

し

引

か

れ

る

０

傾

公的年金等
の収入金額

公的年金等に係る雑所得

公的年全等に係る雄所得以外の所●に係る合計所得金螢

i000万 円以下 1000万 円超 2.000万 円以下 2.OOO万 円超

330万 円以下 収入額 -110万 円 収入観 -100万 円 収入猥 -90万 円

380万 円超
410万 円以下

収入額 X075-1'万 5千 円

410万円超
7'0万 円以下

収入額 x085-68万 5千 円 収入額 x035-58万 5千 円 収入観 X035-48万 5千 円
770万 円超
1.0∞ 万円以下

収入額 ×006-145万 5千 円 収入額 ×005-135万 5千 円 収入誦 ×095-125万 5千 円

収入額-195万 6千円 収入額 -185万 5千 円 収入額 -176万 6千円

64歳以下 (S36 1 2以 後生まれ)

公的年金年
の収入金額

公的年金等に係る難所得

公的年金●に係る雑所得以外の所得に係る合計所,金額

■000万円以下 1000万 円超  2000万円以下 2.∞0万口超

100万 円以下 収入額―CO万 円 収入額 -40万 円

i30万 円超
410万 円以下

収入議 ×075-27万 5千 円 収入頷 ×075-17万 5千円

410万 円超
770万 円以下

収入額 ×085-08万 5千 円 収入額 ×035-58万 5千 円 収入額 x035-48万 5千 円
770万 円超
1000万 円

'1下

収入頷 ×095-145万 5千 円 収入讚 X095-105万 6千円 収入額 ×096-125万 5千 円

1000万 円超 収入額 -195万 5千 円

昨年 12月 31曰 時点の状況で判定  住民票の続柄に「夫 (未届),「 姜 (未届)」 の屁載がある人は対象外

名称 寡婦控除 ひとり親控除

区 分 =婦
,18-般寡婦の一部′ ひとり親 (旧 特別寡婦・募夫｀ 未婚のひとり親

離別 死別・ 生死不明 .未帰還 離別 .死別・生死不明 .未蛹還

扶養親族の有無 扶姜親族を有する 有無を,olわ ない 生訃を―にする子で総所得金額等が58万円以下の者を有する
所得制限 合針所得金額が 500万 円以下
控除額 27万 円 35万 円

膿轟□ 昨年 12月 31日 時点の伏況で判定

■議目
生計を―にする親族で合計所得金額が58万円以下の人を扶養
している場合

種 類 年齢 控除額

年 少
16崚未滴

(H22 1 2以 後生まれ )

一 般
16●以上 19■未満

(H19 1 2～ H22 1 1以前生まれ) 38万 円

特 定
19崚以上  23患 未洒

(H15 1 2～ H19 1 1以 前生まれ , 63万 円

一般
23●以上 70●未満

(S31 1 2～ H15 1 1以前生まれ)

老 人

70晟 以上 48万 円

58万 円

昨年 12月 31日 時点の状況て判定

昨年 12月 81日 時点の状況て判定

本人、本人の同一生計配偶者または扶養親族が障害者
[必要書類]障害者手帳など

種 類 要 件

一般
障害

下記の特別障害に当てはまらない人で、障害者控
除の要件に当てはまる人
(療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害
者手帳、戦傷病者手帳を持っている人など)

27万 円

特別
障害

障害者のうち所持する手帳の区分が療育手帳A.
精神障害 1級、身体障害 1・ 2級、戦傷病者特別
項症～第 3項症までの人など

40万 円

同一生計配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者
である場合

75万 円

日鵬□
生命保険の満期返戻金、懸賞金など

個人年金、シルバー人材センター報酬、
工賃 (就労継続支援 B型 )な ど

□罰□日
不動産・株式以外の資産の議渡

工腱″趙饉餞亜重が五型鑑議L捌二重蜘1睦コ菫
上工五ユ
==ヽ

●注意●

申告書の控除額は、すべて [亜:1睦庭2菫途」11_てのle入 となりますが、市民税・県民税を計算する際は、
申告に基づき「市民税・県民税の控除饉」に置き換えて計算をします。

所得税と市民税・県民税の控除額の差奥につきましては、裏面「比較表」を参照ください。

生計を―にする19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が
58万円超 123万 円以下の人を有する場合

すべての然稜曇務者

合計所得金額 控除額

132万 円 以下 95万 円

132万 円超 336万 円以 下 88万 円

336万 円ピ 489万 円 以下 68万 円

489万 円超 655万 円 以下 63万 円

655万 円超1 2. 350万 円以下 58万 円

2 350万 円超  2. 400万 円以下 48万 円

2.400万 円超  2.450万 円以下 32万 円

2. 450万円超  2. 500万 円以下 16万 円

2.500万 円超 適用なし

控除金額については哀面のとおり

X市処理輌

× 1所得全額調整控除によリー10万円している
山林の伐採又は譲渡 退職金

申告分離課税方式を選択した上場株式等に係る配当など

1 前年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のフからウ0いずれかに該当する場合は、次の
,式に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。
ア 本人が特別障害者
イ 特別諄書者である同一生計配偶者又は扶泰親族を有する
ウ 年齢が23蔵未満の扶姜親族を有する
く控瞼籠>〈前年の給与●の収入金額 (上限i 000万 円)-350万円〉×10%

2 給与所得 と公的年金等に係る雑所得の両方 を有 し.前年の給与所得の金螢 と公的年金等に係 る雑
所得の金額の合計競が ,0万 円を超える場合は、次の■式に相 当す る全薇が綸与所得の金額か ら控
除されます。

く控摯饉 >前年の綸与所得の金額 (上限 10万円)+前年の公的年金●に優る雑所綺0金颯 (上嗅 10万円)
-10万 円

0参考0
市民整・県民税の所,1割額から次の,■に19当する「■壺建瞼」をすることにより.所得税の人的菫

"額
と市民
'・

県民税の人的
控織饉の■饉に建口する■捏●を飼壺します。 X合針所得全饉力(2 500万円超の場合は口,饉除の●用はされません。
0所得税と市民競・県民機の人的控藤颯の■の合計 → 下φ姜に麟当する金螢の合計螢
②市民税・県民税の合計口税所得全饉 0 滉税総所,全饉+摯税退■所,金饉十魔税山林所得全饉
1 合計諫税所,奎饉が200万 円以下の場合
(Cと②のいずれか4ヽさい碩)× 6%(市民税3%・ 彙民税2%)

2 合計課税所得金額が 200万 円超の場合
lC=」い L× 5%(市 民■0%・ 県民税2%)
※下II部 が 5万円を下回る場合は 5万 円で■,する。 ・ ' 市民税 1. 500円
人的建疇●の二|夕 1腱澤●腱崎 (平崚,0年虔

'の
饉口になるため職在のこ口と10日なります.

申告口晏■にある人的口餘0の螢の表|,令 和,年 12月上匈時点のものになり次の晨が最断になります

県民職 1 000円

| |
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特定親族の合計所得金額

58万円超 85万 円 以下

85万 円超 90万 円 以下 61万 円

90万円超 95万 円以下 51万 円

95万 円超 100万 円 以下 41万 円

100万 円超 105万 円 以下 31万 円

105万 円超 110万 円 以下 21万 円

110万 円超 115万 円 以下 11万 円

115万 円超 120万 円 以下 6万 円

120万 円超 123万 円 以下 3万 円

123万 円超 適用なし

小規模企業共済等掛金控除

社会保険料控除

公的年金等の所得

寡婦・ひとり親控除

事業所得・不動産所得

痣!ヽ 7.イ,点 1)
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′08 500 ′2 000

特定親族特別控除

分離 (譲渡・株式・配当)

所得金額調整控除

同一

得金
生計籠偶者と|よ所得著と生計を二I=する配僣著そ:合計所
額が58万円以下の人を指します。

営  業…小売業、製造業、外交員など
農  業…農作物の生産など
不動産…家賃、地代など

控除につい

ての計算方

法は裏面の

とおり

:昨年中に支払った寄附金
:[必要書類]寄附金控除証明書

|

30 599

,it

I ~   . ~  ‐'    2 704 0′ |

収入額 ×076-27万 5千 円 収入額 ×075- 7万 6千 円

1∞0万円超

収入額 -50万 円

収入額 ×075- 7万 5千 円

収入額 -185万 5千円 収入額 -175万 5千 円

38万 円

同居の直系専■ (父母・■父母等 )

「

覆i需

「「

~~~璽
需

「

~~T~~~~~~T~~~~~ア
蒻再
~~~~~~~~~~~¬

63万 円

配偶者控除・配偶者特別控除

(注 , 1・ 2の両方に該当する場合は . 1の 控除後に 2の金額が控餘されます。


